
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

役 職 （長） （副） （副） （ 理  事 ） 事務局担当 

顧 問 佐々木恵美子     

会 長 佐 々 木利勝 田中 一夫 辻  和 義     

事務局 豊 島  英 俊 大渕 泰子 今野裕子(会計) 城石 文雄    

広報部 平    和 子 花本 栄子 菅 野  和 子 小玉 源一 鈴木 和恵 山田 ハナ 城石 

交流部 田中一夫 (兼) 中村 五男 高 橋  洋 子 榎本美枝子 杉田 初代 古川 房子 豊島 

調査研究部 沼 田  秀 実 小川 友子 遠 藤 あ い 子 薩田 進(兼) 原  照美  豊島 

啓発部 阿 部  光 江 山崎 幸子 九 本  孝 子 鈴木 勝彦 熊倉敍之 坂下禮子 豊島 

監 事 西 川 富士男 薩田  進      

相談・啓発担当  大渕 泰子 

(啓発部担当) 

受託事務担当   今野 裕子 

（広報部担当） 

協会事務担当  田原 まゆみ 

（交流部・調査研究部担当） 

会 長  佐々木 利勝 

去る 4月 26 日(木)「平成 30年度音更町消費者協会通常総会」が開催され、29年度事業報告・収支

決算報告、30 年度の事業計画案・収支予算案の提示、役員の改選等が行われ全て承認されました。 

２０１８年５月２０日発行   第２２６号   音更町消費者協会（広報部） 

音更町木野西通１７丁目 1 番地共栄コミセン 1 階 TEL・FAX 67-5541 
 

 「チーム消費者協会」の新たな出発を   

 今総会では、①「一般社団法人化準備委員会」の設置に動き出すこと。 

②協会事務所全般の活動、業務を掌握し、渉外関係、事務所内のとりま

とめ・指導助言に当たる「相談業務管理責任者」を配置すること。 

③役員の改選が行われたこと。の 3 点が報告されました。 

 不肖ながら私が会長に再任されました。「チーム消費者協会」として新

たな出発をします。会員皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

平成 30 年度 消費者協会役員並びに担当理事・担当事務 

新任役員挨拶 



この度、はからずも啓発部の部長を務めさせていただくことになりました。皆様のお力をお借

りし、様々な活動を進めていきたいと思っております。直近では 5 月 30 日に「消費者の日 街

頭キャンペーン」を、また 6 月 12 日（火）には「くらしのサロン」で「まわしよみ新聞体験会」

を開催予定です。啓発部員一同、知恵を出し合って様々なチャレンジをしていきたいと考えてお

ります。ご協力お願いいたします。 

この度、事務局長を務めさせていただくことなりました。昨年入会したば

かりで、まだ経験不足ですが、皆様のご協力を得ながら、少しでもお役に立

ちたいと考えております。消費者を取り巻く環境は日々変化しており、消費

者被害も深刻さを増していますが、『消費者市民社会』を目指しつつ、楽し

く明るく元気よく盛り上げていきたいと思います。どうぞ、宜しくお願いし

ます 

 

 

  

部 長  阿部 光江 

部 長  平  和子 

 本年度も「あけび」を隔月年 6 回発行致します。（５・７・９・１１・１・３月） 

会員の皆様と協会をつなぐ架け橋として重要な役目を担っている「あけび」。興味を持って読んで

いただけるよう、分かり易く楽しい紙面づくりを心がけていきたいと思います。 

 お気づきになられたことは何でもご連絡ください。皆様の声を吸い上げて、より良い「あけび」

になるよう、部員一同努力してまいります。 

 

 

   

  田中 一夫 副会長 兼 交流部長 

 皆様、はじめまして。今年度、音更町消費者協会の副会長を担当することに

なりました辻和義と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私は、音更町の木野で弁護士事務所を開設して３年目になります。 

 弁護士の職務の中で、消費者被害、債務整理など、消費者協会の職務にかか

わる事件を担当することが多々あります。弁護士としての知識や経験を活かし

て、消費者協会の活性化に尽力したいと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

この度、副会長及び交流部長に選出されました。このような大役(副会

長)を仰せつかりまして、責任の重大さに身の引き締まる思いです。 

超高齢化が一層進展している現在、当協会においても深刻な会員減少と

いう問題を抱えております。それを打開していくためにも将来を見据えて

一般社団法人化体制を進めていくことが重要だと思慮されます。 

尚、交流部長も兼任することになりました。交流部の代表的な事業とし

て「一泊交流研修」及び「パークゴルフ大会」等を開催し、会員皆様方の

親睦を図っていきたいと思います。これからも会員の皆様のご意見を伺い

活動への積極的な参加をお願いします。 

会長を補佐し、不撓不屈の精神で頑張っていきたいと思います。 

 副会長 

豊島 英俊 

辻  和義 

事務局長 



この度、通常総会にて調査研究部長に再任され、承認されました沼田秀実です。 

 調査研究活動の対象を選定し、より良い環境で豊かに安心安全な生活が成され、賢い消費行動

が社会貢献活動に繋がると思いますので、ご協力とご意見を賜りながら情報発信をし、より良い

調査研究活動を行って参りますので、皆様方の絶大なるご支援とご鞭撻を宜しくお願い申し上げ

ます。なお、今年度の事業予定は、①音更町燃料価格調査（９月～３月）、②視察見学（８月） 

③店頭野菜の原産地調査(８月～９月)です。 

   ＊ワットメーター、ワットメーター付電源タップの貸出（ご希望の方は事務所まで） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

         

 ５月１２日（土）、五月晴れのもと、春のクリーン作戦に 

６名の会員が参加しました。朝８時に鈴蘭小学校駐車場に集

合。町職員や音更地区連

合会会員と共に、道道帯

広新得線（国見通）西３

号から国見橋間の清掃

を行いました。 

 

 

 

   （平成 30 年 4 月 1日～5月 19 日分） 

   平成３０年度の出前講座も順調にスタートしました。東士幌喜楽会様は 

   ３度目、柳町老人クラブ様は５度目のご依頼です。 

何度もご依頼いた

だけるよう、講座

内容も工夫を凝ら

しております。会

員の皆様も周知に

ご協力下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 30 年度通常総会＆懇親会、 

 29 年度燃料価格調査結果等 

 アップされています。 

 ご覧下さい。 

 

部 長  沼田 秀実 

 

① 4月 14 日（土）東士幌喜楽会様 参加：50 名 

寸劇の一コマ。堀江会員に
ご協力いただきました。 

 

 4 月：３１件 

 5 月：２０件 

＊３０年度累計５１件＊ 

（5/19現在） 

 

 

 

平成 30 年度 
第 1 回消費生活リーダー研修講座 

 日時：6 月 22 日（金）10 時～15 時 
 会場：北海道立消費生活ｾﾝﾀｰ くらしの教室 
 講座内容： 
  ①最近の医薬のトピックスについて 
  ②介護保険法の改正とケアマネの役割 
  ③平成 30 年度食について注目したいこと 
  ④気候変動と私たち ﾏｲｸﾛﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ問題 
  ⑤種子法廃止と北海道の食と農（仮） 

〈受講希望の方は事務所まで〆切 6/10〉 

② 4月 28 日（土）柳町老人クラブ様 参加：43 名 

音更町消費者協会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 ５月 30 日（水） 

 14:30 共栄コミセン集合 

 15:00 ぴあざフクハラ・ＯＫ 

   ハピオ・ダイイチにて           

啓発チラシ等の配布・広報車運行 

 
※ご協力いただける方は事務所まで

67-5541  締切：5 月 26 日(土) 

 

 

  

   

 

 

日  時   7 月 30 日（月）～31 日（火）  

宿 泊 地   塩別つるつる温泉（北見市留辺蘂町滝の湯） 

自己負担額  7,000 円 

集合場所   ハピオ 10:30 ⇒共栄コミセン 10:40 ⇒総合福祉センター10:50       

※温泉の送迎バス利用  

 ※お申し込みは 7 月 6 日（金）までに事務所までお願いします  ☎67-5541 

読んで、語って、

作って、とても楽

しいですよ～♪ 

 

※お申し込み締め切りは 6/16(土)です 

事務所まで TEL67-5541 

 

日 時 ７月 6 日（金） 

（10:00 開会  15:00 閉会予定） 

開催地 芽室町中央公民館 

      （芽室町東 3 条 3 丁目） 

講 師 松久 三四彦氏（北海道大学名誉教授） 

演 題 「民法・消費者契約法の改正から学ぶ

～消費者の権利と責任の拡大～」 

集合場所 総合福祉センター  8：50 

  共栄コミセン  9：00 

  ハピオ   9：10 

    ～貸切バス利用～ 

 

日 時  ６月 12 日（火） 

  午後 1 時 30 分～３時 

場 所  共栄コミセン 大集会室 

持ち物  はさみ・ペン・のり 

＊事前申し込み不要 

◆消費生活リーダー養成講座◆ 

カリキュラムは衣食住、環境、経済、契約、農業

など消費生活全般を網羅しています。 

実施期間  前 期  7/23～8/3(土日除く) 

後 期  8/20～8/31(土日除く) 

会  場  道立消費生活センター(札幌市) 

受 講 料  会員 15,000 円（自己負担） 

前期のみ 7,500 円 

   ※申込み締切りは 6/22  

   ◆通信講座消費生活スタディ◆   

消費生活全般を一冊にまとめた（一財）日本消費

者協会発行のテキストをもとに自宅学習した後、 

３月に道立消費生活センターでスク―リング開催

予定（参加自由） 

受 講 料  会員 5,000 円（自己負担） 

※ 申込は 7/2～8/15（予定）  

   詳細は事務所までお問合せ下さい！ 

 

★第 62 回くらしのサロン★ 

 


